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令和８年第１回廿日市市農業委員会総会議事録  

 

１．日　　時　令和８年１月７日（水）　  

　　　　　　　午前１０時００分開会　　　　午前１０時４０分閉会　  

 

２．場　　所　　廿日市市役所７階会議室  

　　　　　　　　　　　  

３．出席委員（農業委員　１３名）  

　　　　  

　　（推進委員　１０名）　  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４．欠席委員（　３名）  

 

５．議事録署名委員  

 

６．会議に出席した委員以外の者  

 

７．服務のため出席した者  

 

８．会議に諮った議題  

《審議事項》  

⑴ 議案第 1 号　農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地利用  

　　　　　　　　促進計画について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑵ 議案第 2 号　農地法第３条の規定による許可申請について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑶ 議案第 3 号　非農地証明交付申請について  

⑷ 議案第 4 号　利用状況調査に伴う農地・非農地の判断について  

⑸ 議案第 5 号　農地法等に基づく処分に係る審査基準等（案）について  

《報告事項》  

 １番 河井　孝之 ２番 木浦　紀幸 ３番 神鳥　正貴

 ４番 是佐　惠美子 ５番 松井　祥壮 ７番 山田　政則

 ８番 岩木　國明 ９番 古川　憲吾 １０番 吉田　雅子

 １１番 中谷　純子 １２番 中田　安義 １３番 岡　真由美

 １４番 岩本　博志

 推進委員 登　宏太郎 推進委員 岡村　昭男 推進委員 中山　憲治

 推進委員 清水　透 推進委員 堀田　良昭 推進委員 三田　邦男

 推進委員 小西　礼子 推進委員 松井　辰夫 推進委員 安井　多佳子

 推進委員 田丸　和也

 ６番 梶原　安行 推進委員 中田　進 推進委員 倉本　良夫

３番 神鳥　正貴 ４番 是佐　惠美子

 農 業 委 員 会 事 務 局 長 齋藤　千文

 次　長 竹上　教東

 主　事 前田　桂巳子

 （佐伯支所） 専門員 中原　貴志

 （吉和支所） 主　事 眞鍋　　秀

 （宮島支所） 主　事 榎     浩子

 （大野支所） 主任主事 泉　　　勝
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⑴ 報告第  1 号　農地法第４条第１項第７号の規定による届出について  

⑵ 報告第　2 号　農地法第５条第１項第６号の規定による届出について  

⑶ 報告第　3 号　地目変更登記に係る登記官からの照会について  

　  

９．その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

（開会　午前１０時００分）  

 事務局  
 
 
岩本会長  
 
 
 
議長  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 
事務局  
 
 
 
 
 
 
 

初めに岩本会長の挨拶の後、会長が議長として議事を進行さ

れます。よろしくお願いします。  

　  

　それでは、廿日市市農業委員会会議規則第５条の規定により、

議長を務めさせていただきます。これから座って進行させてい

ただきます。  
 
　令和８年第１回廿日市市農業委員会総会を開会いたします。  
　本日は、審議が１３件、報告が１８件でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。  
 

本総会の成立を申し上げます。委員総数１４名、本日の出席

委員１２名、欠席委員２名でございます。在任委員の過半数の

委員が出席されておりますので、農業委員会等に関する法律第

２７条第３項に規定により、本総会は成立をしております。  
　続いて、議事録署名委員の指名を行います。  
　廿日市市農業委員会会議規則第２０条第２項の規定に基づ

き、３番、神鳥委員さん、４番、是佐委員さんにお願いをいた

します。  
　それでは議事に入ります。  
　初めに、審議事項に入ります。  
　議案第１号、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく

農用地利用促進計画について議案としますが、番号８４番につ

いては、議席番号１２番の中田委員が関係する案件のため、先

に番号８４番のみを審議いたします。  
議席番号１２番の中田委員、ご退席をお願いいたします。  
 

＝中田委員　退席＝  
 

それでは、説明をお願いします。  
 
　議案第１号、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく

農用地利用促進計画の利用権貸借のうち、番号８４番について、

座って説明をさせていただきます。  
　議案書は３ページになります。  
　番号８４番、農地の所在は、吉和字駄荷休岩、登記地目は田

で、面積は、３筆の３，６６６平方メートルで、利用目的は田

です。期間は、公告日の翌日から令和９年１２月３１日までの

使用貸借の新規設定を行うものです。  
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議長  
 
 
岡 会 長 職 務 代 理

者  
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
事務局  
 
 
 
 

　本件は、地元地区担当委員と事務局職員で現地調査を行い、

内容を精査したところ、農地中間管理事業の推進に関する法律

第１８条の各要件を満たしていると考えます。  
　以上で、議案第１号、農地中間管理事業の推進に関する法律

に基づく農用地利用促進計画の利用権貸借のうち、番号８４番

について説明を終わります。  
　ご審議のほどよろしくお願いいたします。  
 
　それでは、地元地区担当委員の意見をお伺いします。  
　８４番について、岡会長職務代理者、お願いいたします。  
 
　１３番の岡です。８４番について説明いたします。この案件

は１２月の総会にも出た案件で説明したものです。○○が耕作

する農地の利用権の再設定となります。申請農地は、現在も○

○が耕作されていまして、今後も○○が集積して、地域農地の

保全を続けていくため、特に問題はないと思います。ご審議の

ほどよろしくお願いします。  
 
　ありがとうございました。それでは、この件につきまして、

ご意見、ご質問等があればお願いをいたします。  
ございませんか。  
 

≪委員より質疑等なし≫  
 

意見がないようですのでお諮りします。議案第１号のうち番

号８４番について異議なしとして回答することに異議はござい

ませんか。  
 

≪委員より異議等なし≫  
 
　異議なしと認め、議案第１号のうち、番号８４番について、

異議なしとして回答することに決定をいたします。  
　それでは、中田委員さん、お席にお戻りください  
 

＝中田委員　復席＝  
 
　続きまして、議案第１号、農地中間管理事業の推進に関する

法律に基づく農用地利用促進計画のうち、番号８５番及び８７

番から９２番について議案とします。説明をお願いします。  
 

議案第１号、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく

農用地利用促進計画の利用権貸借のうち、番号８５番及び８７

番から９２番について、説明させていただきます。  
　議案書は３ページから５ページになります。  
　番号８５番、農地の所在は、永原字小坂、登記地目は田で、
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議長  
 
 
三田推進委員  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
９番委員  
 
 
 
 
 
 

面積は、２筆の２，０３９平方メートルで、利用目的は田です。

期間は、公告日の翌日から令和１７年１２月３１日までの賃貸

借の新規設定を行うものです。  
　番号８７番から９０番までは、関連案件です。  
　農地の所在は、浅原字甘泉野及び堂ケ原、登記地目は田で、

面積は、合計１１筆の１万５，２５９平方メートルで、利用目

的は畑です。期間は、公告日の翌日から令和１８年３月３１日

までの使用貸借の新規設定を行うものです。  
　番号９１番、９２番も関連案件です。  
　農地の所在は、浅原字西河内、登記地目は田で、面積は、合

計２筆の２，９３３平方メートルで、利用目的は畑です。期間

は、公告日の翌日から令和１７年１２月３１日までの賃貸借の

新規設定を行うものです。  
　本件は、いずれも地元地区担当委員と事務局職員で現地調査

を行い、内容を精査したところ、農地中間管理事業の推進に関

する法律第１８条の各要件を満たしていると考えます。  
　以上で、議案第１号、農地中間管理事業の推進に関する法律

に基づく農用地利用促進計画の利用権貸借のうち、番号８５番

及び８７番から９２番について説明を終わります。  
　ご審議のほどよろしくお願いいたします。  
 
　それでは、地元地区担当委員の意見をお伺いします。  

８５番について、三田委員さん、お願いいたします。  
 
　推進委員の三田です。８５番について、簡単に説明をいたし

ます。場所は永原字小坂というところで、永原と玖島の境界付

近にあたります。１２月１８日に事務局１名、それと河井委員

と私の３名で現地の確認を行っております。賃借の設定を受け

る○○さんですが、令和元年頃に、田舎で農業を行ってみたい

ということで、永原の小坂に移住され、農業を行っておられま

す。改めて、○○さんから２筆、○○番と○○番を借り受けて、

米作りを行うものです。周辺一帯は、耕作放棄地が非常に多い

ところではありますが、日照条件等非常に恵まれておりますの

で、特に問題は起きないと思います。以上です。  
 
　ありがとうございました。それでは、８７番から９２番につ

いて、古川委員さんお願いいたします。  
 
　それでは、９番の古川からご報告を申し上げます。昨年の１

２月１７日に、一連のここにあります８７から９２番までを、

安井推進委員、事務局１名とともに現地確認を行いました。  
８７番は、浅原字甘泉野というところで、こちらは、旧浅原

小学校の前に小瀬川がございます。小瀬川の川向こうにあたる

場所です。一帯が以前は、耕作放棄になっていまして、かなり

カヤとかも茂っている状況でございました。そこら辺り○○さ
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議長  
 
 

んを中心とした田んぼが広がっております。そこに、新規就農

を目指しておられます○○さんが、３年ぐらい前から耕作放棄

地を開墾しまして、もう既に畑地として使えるように、改良が

行われております。具体的には、ここでネギ栽培をしたいとい

うことです。８８番につきましては、持ち主は○○さんという

方なのですけれども、こちらも隣接する農地を使っておられな

いということで、ここも合わせて○○さんが耕作されることに

なりました。ページ、飛んでいただいて、９０番につきまして

も、これまで耕作されていなくて、○○さんから○○さんが借

り受けて、そこも一緒に耕作するということでございます。８

９番につきましては、これは甘泉野ではなくて、堂ケ原という

ところになります。場所は、浅原まちづくり交流センター、市

民センター辺りです。ここの裏手に広がります約４反ぐらいの

農地がございまして、実はこれ○○さんって方の持ち物ですけ

れども、以前、水田として、ほかの人に作ってもらっていたと

いうところです。この水田としての活用が、非常に難しくなっ

てきたようです。昔ながらの野積みの石垣がございまして、漏

水がひどく、そこが崩れそうになるということで、水田として

の活用ができないということです。水田として耕作されていた

方が、もう手を引かれたところです。これセンターの真後ろの

ほうに広がる、結構広い農地でしたので、○○のほうで、一旦

ここを使わせてくださいということになり、預かって草刈りし

たり、れんげを２年ほど植えました。そのようにして、荒れる

のを防いでいたわけですけども、ここへ来まして○○さんから、

そこを借りれるかということになりました。ネギ畑として使う

のだったら水はそんなにたくさん必要ないということで、話が

進んだものでございます。一帯、小学校の前のほうから、あと

センターの裏の大変広い場所ではございますけども、新規就農

をしようということで、着々と準備がされていまして、大変い

いことだと思っております。次に、９１番、９２番でございま

す。こちらは場所は、今のセンターから吉和に向けて、１８６

号線がございますけれども、１８６号線も浅原から栗栖へ抜け

るそこの手前に当たる辺から、左に入っていくというところで

ございます。道路から見えにくいところではございますけれど

も、９１番、９２番の農地を、○○さんが新規就農をされまし

て、もう１０年近く前から、ビニールハウスにより、ホウレン

ソウ等の軟弱野菜を周年栽培されております。このたび、機構

の対応ということでございまして、実質、更新という事になろ

うかと思います。いずれの件につきましても、問題はないもの

と思いますので、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

以上です。  
 
　ありがとうございました。それでは、この７件につきまして、

ご意見、ご質問等があれば、お願いをいたします。  
　ございませんか。  
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議長  
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
 
事務局  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
７番委員  
 
 
 
 
 
議長  
 

 
≪委員より質疑等なし≫  

 
　意見がないようですので、お諮りします。議案第１号のうち、

番号８５番及び８７番から９２番について、異議なしとして回

答することに異議はございませんか。  
 

≪委員より異議等なし≫  
 
　異議なしと認め、議案第１号のうち番号８５番及び８７番か

ら９２番について、異議なしとして回答することに決定をいた

します。  
　続きまして、議案第２号、農地法第３条の規定による許可申

請について議案とします。説明をお願いします。  
 
　議案第２号、農地法第３条の規定による許可申請について説

明させていただきます。  
　議案書は７ページになります。  
　番号３１４番、農地の所在は、林が原一丁目、登記地目は畑

で、２筆の３９１平方メートルの申請です。権利の移転理由は、

譲渡人は高齢により耕作困難なため、譲受人は農業経営を引き

継ぐためで、無償の所有権移転です。  
　次に番号３２９番、農地の所在は、永原字上中組、登記地目

は畑で、１筆の２５４平方メートルの申請です。権利の移転理

由は、譲渡人は仕事の都合により耕作困難のため、譲受人は購

入する自宅に近く、耕作をするためで、有償の所有権移転です。 
　本件はいずれも、保有する機械等から判断して、農地取得後

も全ての農地を耕作するものと認められ、申請地周辺の農地の

利用に支障が生じることは考えられないため、農地法第３条第

２項各号には該当せず、許可要件を満たしていると考えます。  
　以上で、議案第２号、農地法第３条の規定による許可申請に

ついて説明を終わります。  
　ご審議のほどよろしくお願いいたします。  
 
　それでは、地元地区担当委員の意見をお伺いします。３１４

番について、山田委員さん、お願いいたします。  
 
　山田です。３１４番ですが、１２月４日に、中田推進委員、

それから事務局とで現地を確認しております。譲渡人は、高齢

のために、耕作は難しいということで、息子に譲るということ

でございます。別に問題ないと思いますので、よろしくお願い

します。  
 
　ありがとうございました。それでは、３２９番について、三

田委員さん、お願いいたします。  
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三田推進委員  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
事務局  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
　３２９番について説明をいたします。場所は、永原字上中組

というところと思うのですが、玖島との境に小森橋というとこ

ろがあります。橋の近くになります。１２月１８日に、事務局

１名と河井委員と私の３名で現地の確認を行っております。譲

渡人の○○さんは、父親が数年前に亡くなられておられます。

農地を相続されたのですが、勤務先が非常に遠くて、農業と会

社に勤める、兼務するということが難しいということで、空き

家バンクを通して、農地を譲り渡すものです。○○さんは家庭

菜園等を行っておられまして、農機具も一通り所持されている

ので、特に問題は起きないと思います。以上です。  
 
　ありがとうございました。それでは、この２件につきまして、

ご意見、ご質問等があればお願いいたします。  
　ございませんか。  
 

≪委員より質疑等なし≫  
 
　意見がないようですので、お諮りします。議案第２号につい

て、許可することに異議はございませんか。  
 

≪委員より異議等なし≫  
 
　異議なしと認め、議案第２号について、許可することに決定

をいたします。  
　続きまして、議案第３号、非農地証明交付申請について議案

とします。説明をお願いします。  
 
　議案第３号、非農地証明交付申請について説明させていただ

きます。  
議案書は、８ページになります。また、追加資料として、現

地確認写真の「議案第３号　資料①」も合わせてご覧ください。 
　番号３２８番、農地の所在は、永原字上中組、登記地目は畑

で、面積は、１筆の３９平方メートルの申請です。  
　本件は、書類審査後、地元地区担当委員と事務局職員で現地

調査を行い、内容を精査しましたところ、現地は山林の様相を

呈しているなど、農地に復元するための物理的な条件整備が著

しく困難な土地であると認められましたので、農地法に関する

各種証明事務取扱ガイドラインの農地法第２条第１項の「農地」

に該当するか否かの判断基準を準用し、非農地である旨の証明

は可能と考えます。  
　以上で、議案第３号、非農地証明交付申請について説明を終

わります。  
　ご審議のほどよろしくお願いいたします。  
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 議長  
 
 
三田推進委員  
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
事務局  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 

　それでは、地元地区担当委員の意見をお伺いします。３２８

番について、三田委員さんお願いします。  
 
　３２８番について簡単に説明をいたします。多分、昔の食糧

難のときに竹を植えられたと思うのですが、既に山林化してお

りまして、竹の根も深そうで、とても元に戻すことは不可能と

見て思われました。周辺は、ヒノキに覆われておりまして、日

照条件も非常に悪い状態でありますので、これはどうしようも

ないなと思っております。以上です。  
 
　ありがとうございました。それでは、この件につきまして、

ご意見、ご質問等があればお願いいたします。  
　ございませんか。  
 

≪委員より質疑等なし≫  
 
　意見がないようですので、お諮りします。  
　議案第３号について、証明することに異議はございませんか。 
 

≪委員より異議等なし≫  
 
　異議なしと認め、議案第３号について証明することに決定を

いたします。  
　続きまして、議案第４号、利用状況調査に伴う農地・非農地

の判断について議案とします。説明をお願いします。  
 
　議案第４号、利用状況調査に伴う農地・非農地の判断につい

て、説明させていただきます。  
議案書は９ページになります。また、追加資料として、利用

状況調査票の「議案第４号　資料①」も合わせてご覧ください。 
番号１３番、農地の所在は、玖島字下吉末、登記地目は畑で、

面積は６筆の１，８２４平方メートルの申請です。  
本件は、該当する土地所有者等の確認を行い、現地調査を行

ったところ、現地は自然かい廃した土地で、森林の様相を呈し

ているなど、農地に復元するため物理的な条件整備が、著しく

困難な土地であると認められましたので、農地法に関する各種

証明事務取扱ガイドラインの農地法第２条第１項の「農地」に

該当するか否かの判断基準を準用し、農地に該当しない旨の判

断は可能と考えます。  
以上で、議案第４号、利用状況調査に伴う農地・非農地の判

断について、説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。  
 
　それでは、地元地区担当委員の意見をお伺いします。  
　１３番について、清水委員さん、お願いいたします。  
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清水推進委員  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
事務局  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
　推進委員の清水です。昨年の１１月２８日に、梶原委員と私、

事務局２名、合わせて４名で、現地確認に行きました。６筆あ

りまして、写真の様相を見ていただいたら分かると思いますが、

害獣が入らないよう防止するために、トタンが張り巡らされて

おります。所有者の○○さんは、去年、お父さんが急に亡くな

られて、所有者になられまして、もう一気にこの山のところも

手続をしようということで、全部出されたそうです。行ってみ

ますと、約５０年は軽く過ぎているような杉が立っておりまし

て、私が小さい頃でもその辺は見ておりましたが、全然もう変

わっていないというような感じで、もう畑に戻せないし、山に

なるのが目に見えているというような状況でございます。農地

から非農地へと移行を希望されております。ご審議をよろしく

お願いします。  
 
　ありがとうございました。それでは、この件につきまして、

ご意見、ご質問等があれば、お願いをいたします。  
　ございませんか。  
 

≪委員より質疑等なし≫  
 
　意見がないようですので、お諮りします。議案第４号につい

て、非農地である旨を通知することに異議はございませんか。  
 

≪委員より異議等なし≫  
 
　異議なしと認め、議案第４号について、非農地である旨を通

知することにいたします。  
　続きまして、議案第５号、農地法等に基づく処分に係る審査

基準等（案）について議題とします。説明をお願いします。  
 
　議案第５号、農地法等に基づく処分に係る審査基準等（案）

について説明させていただきます。  
　議案書は１０ページとなりますが、事前にお配りしておりま

す「議案第５号　資料１及び資料２」の新旧対照表も合わせて

ご覧ください。  
今回の改正内容につきましては、県の審査基準の改正に伴い、

その内容と整合性を図るためのものでございます。主な改正内

容について、変わった点説明をいたします。  
まず１番目として、刑法の改正に伴い、「懲役刑」「禁錮刑」

を「拘禁刑」に改めるものでございます。  
２番目として、第１種農地の不許可の例外、一般基準におけ

る「適正な面積」について、及び一時転用許可について、定義

や考え方を整理し、明確化するものでございます。  
３点目として、表記の見直し及び字句の修正を行うものでご
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議長  
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
 
事務局  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 

ざいます。  
なお、この農地法関係事務処理ガイドラインについては、県

のガイドライン改正に当たり、県の審査基準に準じて、新たな

審査基準として適用するため、今回審議していただき、決定い

ただければ、令和８年１月７日の告示、施行となります。  
以上で、議案第５号、農地法等に基づく処分に係る審査基準

等（案）について説明を終わります。ご審議のほどよろしくお

願いいたします。  
 
　それでは、この件につきまして、ご意見、ご質問等があれば、

お願いをいたします。  
　ございませんか。  
 

≪委員より質疑等なし≫  
 
　意見がないようですので、お諮りします。  

議案第５号について、原案のとおりとすることに異議はござ

いませんか。  
 

≪委員より異議等なし≫  
 
　異議なしと認め、議案第５号について、原案のとおりとする

ことに決定をいたします。  
　続いて、報告事項に入ります。報告第１号、農地法第４条第

１項第７号の規定による届出について、報告します。説明、お

願いします。  
 
　報告第１号、農地法第４条第１項第７号の規定による届出に

ついて、報告させていただきます。  
議案書は１１ページになります。  

　今月の報告は、令和７年１１月１１日から１２月１０日まで

の間に受理した２件です。詳細の説明は省略させていただきま

す。  
　番号２９８番については、過去に転用届が提出されています。 
　本件について、書類審査後、地元地区担当委員と事務局職員

で現地調査を行い、内容を精査しましたところ、適法であると

認めましたので、農地法に係る事務処理要領により、事務局長

が専決処理を行い、受理通知書を交付したものです。  
　以上で、報告第１号、農地法第４条第１項第７号の規定によ

る届出について報告を終わります。  
 
　それでは、この件につきまして、質疑等があればお願いをい

たします。  
　ございませんか。  
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議長  
 
 
 
事務局  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
事務局  
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 

≪委員より質疑等なし≫  
 
　質疑がないようですので、報告第１号を終わります。  
　続いて、報告第２号、農地法第５条第１項第６号の規定によ

る届出について、報告します。説明、お願いします。  
 
　報告第２号、農地法第５条第１項第６号の規定による届出に

ついて報告させていただきます。議案書は１２ページから１６

ページになります。  
　今月の報告は、令和７年１１月１１日から１２月１０日まで

の間に受理した１５件です。詳細の説明は省略させていただき

ます。  
　番号２９２番、２９３番、２９７番については、譲渡人が農

地転用の手続を行わず利用していたため、始末書が提出されて

います。  
　番号２９５番については、過去に転用届が出されています。  
　番号３０９番から３１３番は、関連案件となります。  
　また、番号３２０番、３２１番も関連案件となります。  
　本件について、書類審査後、地元地区担当委員と事務局職員

で現地調査を行い、内容を精査しましたところ、適法であると

認めましたので、農地法に係る事務処理要領により、事務局長

が専決処理を行い、受理通知書を交付したものです。  
　以上で、報告第２号、農地法第５条第１項第６号の規定によ

る届出について報告を終わります。  
 
　それでは、この１５件について、質疑等があればお願いをい

たします。  
　ございませんか。  
 

≪委員より質疑等なし≫  
 
　質疑がないようですので、報告第２号を終わります。  
　続きまして、報告第３号、地目変更登記に係る登記官からの

照会について、報告します。お願いします。  
 
　報告第３号、地目変更登記に係る登記官からの照会について、

報告させていただきます。議案書は１７ページになります。  
　番号３２３番について、令和７年１１月１１日付、農地法第

４条第１項による許可済みとして回答をしております。  
　以上で、報告第３号、地目変更登記に係る登記官からの照会

について報告を終わります。  
 
　この件につきまして、質疑等があればお願いをいたします。  
　ございませんか。  
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（閉会　午前１０時４０分）  

 

以上のとおり会議の顛末を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名

する。 

 
令和８年２月６日  

 

議事録署名者  

 

           廿日市市農業委員会会長（議長)　　　　 　　　　　　　　　　　  

            

           廿日市市農業委員会委員（　３番委員)　　　　　　　　　　　　　  

            

           廿日市市農業委員会委員（　４番委員)　　　　　　　　　　　　　  

  
 
議長  
 
 
 
 
 
 

≪委員より質疑等なし≫  
 
　質疑がないようですので、報告第３号を終わります。  
　以上で、本日の総会を終了いたします。  

委員の皆様には慎重にご審議をいただき、ありがとうござい

ました。  
　次回の令和８年第２回農業委員会総会は、２月６日（金曜日）

午前１０時から、ここ廿日市市役所、７階の会議室で行います

ので、よろしくお願いいたします。  
　大変お疲れでございました。ありがとうございました。


